
 
 
 
 
 
「第４次西宮市産業振興計画（素案）」に対する意見提出手続（パブリックコメント）について、

ご意見の概要とそれに対する市の考え方をとりまとめましたので公表します。 
貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 
※ いただいたご意見は、原則として要約したものを記載しています。 
※ 個人・団体等への誹謗中傷など市が不適切と判断した内容や、個人等が特定される内容につい

ては、記載していません。 
 
 

１．意見募集結果概要 
 

【意見募集期間】 令和 5 年（2023 年）12 月 21 日（木） 
～令和 6 年（2024 年）1 月 24 日（水） 

【意見提出者数】 2 名 
【意見提出件数】 4 件 

 
≪回答分類別≫ 

回答分類 説 明 件数 

①素案に記載済の内容です いただいたご意見の内容は既に素案に盛り込

まれています。 0 

②素案を修正します いただいたご意見をもとに素案を修正しま

す。 0 

③今後の参考・検討とします 素案の修正はしませんが、いただいたご意見

は今後の参考（検討）にします。 0 

④素案のとおりとします ご意見の反映や対応が困難、または、市の考

え方と方向性が合致しない内容です。 4 

⑤その他 素案の内容と直接関係のないご意見、感想等 
（①～④に該当しないもの）。 0 

合計 4 

「第４次西宮市産業振興計画（素案）」に対する 

意見提出手続（パブリックコメント）の結果を公表します 

問合せ先：西宮市商工課 ℡ 0798-35-3326  



【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他 

２．ご意見の概要及び市の考え方について 

 

№ 
主な素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

第３章 本市の産業振興の基本的な方向性 

１ 
２ 基本的な考

え方（P32） 

文教住宅都市・西宮の特徴を生かして新たな時代の「産業

モデル」を創出するという基本的な考え方に「エネルギー

の地産地消で循環型地域経済モデルをつくるため、西宮

市を最先端再生可能エネルギーの実験場にして世界に発

信し、世界から人を呼び込む施策に取り組むこと」を盛り

込む。 

１ 

本計画では、「施策１－２（２）企業市民としての定

着推進」において「SDGs 推進支援事業」を掲げてお

り、再生可能エネルギー活用も含め、市内事業者の

SDGs の取組にかかる普及啓発を推進してまいりま

す。また、本市では、「第二次西宮市地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）」を策定し、再生可能エネル

ギーの導入の推進・普及啓発に取り組んでおります。 

④ 

第４章 産業振興の施策  

２ 
２ 施策の展開 

（P41） 
市内にある全ての空き家の市有化とその再整備（高層ビ

ル・超高層ビルの建設、国内外の大企業の工場誘致など） 
１ 

企業等を誘致する土地が不足している点は認識して

おります。しかしながら、空き家であっても所有者の

財産であり、利活用については空き家の所有者の意

向が前提となりますので、市の意向のみで空き家の

利活用の方向性を決定することは困難であると考え

ております。 

④ 

３ 
  
２ 施策の展開 

（P43） 
スポーツ庁の西宮駅北側への移転 １ 

現在、本市としてスポーツ庁を誘致する計画はあり

ません。なお、本計画では、「施策２－２（１）多彩

に楽しむ「まちなか観光」の創出」において「スポー

ツツーリズムの推進」を掲げており、スポーツを通し

た健康で豊かなライフスタイルを提案するととも

に、スポーツツーリズムによる交流人口の拡大を図

ってまいります。 

④ 

  



【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他 

 

№ 
主な素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

４ 
２ 施策の展開 

（P46） 

・阪急宝塚駅から西宮名塩駅まで結ぶ路線（阪急名塩線）

及び神戸電鉄有馬温泉駅から西宮名塩駅まで結ぶ路線

（神戸電鉄名塩線）の新設開業 
・神戸電鉄名塩線を新設開業させるとともに、再開発・再

整備事業として阪急西宮ガーデンズやコロワ甲子園、

イオンモール伊丹昆陽のような大規模商業施設の建設 

１ 

・ご意見にあります路線については既に路線バスが

運行しており、鉄道事業として新設開業は困難と

考えます。なお、交通施策については、「西宮市都

市交通会議」を設置し、行政、住民、事業者等が連

携・協働して推進しており、本市の交通施策の方向

性を踏まえ、産業振興に取り組んでまいります。 
・現在、本市として大規模商業施設を誘致する計画

はありません。しかしながら、地域間の生活利便性

やサービス水準を維持していくために、市内の複

数拠点に商業集積を分散させていくことが重要で

あると考えており、地域の特性を生かした商業振

興の取組を促進・支援してまいります。 

④ 



 

３．「第４次西宮市産業振興計画（素案）」にかかる修正箇所対応表 

①パブリックコメントの意見を受けて修正した箇所一覧 
 修正箇所なし 
 
②パブリックコメントの意見以外で修正した箇所一覧 

№ 修正前 修正後 修正理由 素案該当箇所 

１ 

 また、市内の人口動態について、自然増減と

社会増減をみると、平成 28 年まではその両方

がプラスとなっています。その後、自然増減に

ついては、平成 30 年以降はマイナスに転じて

おり、社会増減についても、平成 29 年から令

和元年まではマイナスとなっています。自然増

減と社会増減を合算した合計値では、平成 29
年以降はマイナスに転じており、市内人口は緩

やかな減少に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 回産業振興審議

会計画部会での意見

を踏まえて追加 

第２章 本市の産

業動向と課題 

１．社会環境の変

化（P3） 

  



 

№ 修正前 修正後 修正理由 素案該当箇所 

２ 

③製造業の動向 

令和 2 年現在の 4 人以上の製造事業所数は

237 事業所、従業者数は 8,972 人で、平成 21 年

に比して減少しています。 
令和 2 年の製造品出荷額等も 2,676 億 4 千万

円と平成 21 年に比して減少しています。また、

これを 1 事業所当たり 1 従業者当たりとして、

県内主要他都市と比較すると、他の自治体より

も低い結果となっています。 

③製造業の動向 

工業統計調査（西宮市作成）によると、令和

2 年現在の製造事業所数は 237 事業所、従業者

数は 8,972 人で、平成 21 年に比して減少してい

ます。 
令和 2 年の製造品出荷額等も 2,676 億 4 千万

円と平成 21 年に比して減少しています。また、

これを 1 事業所当たり 1 従業者当たりとして、

県内主要他都市と比較すると、他の自治体より

も低い結果となっています。 

誤記の修正 第２章 本市の産

業動向と課題 

２．産業動態 

（P15） 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誤記の修正 第２章 本市の産

業動向と課題 

２．産業動態 

（P15） 

  



 

№ 修正前 修正後 修正理由 素案該当箇所 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 誤記の修正 第２章 本市の産

業動向と課題 

２．産業動態 

（P15） 

５ 

（３）大学等の教育機関が多数立地 （３）大学等の教育研究機関が多数立地 第 5 回産業振興審議

会計画部会での意見

を踏まえて修正 

第２章 本市の産

業動向と課題 

３．本市産業の特

徴的な要素（P20） 

６ 

●一方、行政や関連する支援機関の間での情報共

有という点には、やや課題も残ります。例えば、

N-Bis では、複数の課題点から当初想定してい

た創業希望者の情報共有は行われておらず、内

容の見直しを検討する必要があります。 

●一方、行政や関連する支援機関の間での情報共

有という点には、やや課題も残ります。例えば、

市と商工会議所、金融機関等の関係団体が、市

内創業者や中小企業等の相談に対し、ワンスト

ップで対応することを目的とした西宮ビジネ

スイノベーションサポーターズネット（N-
Bis）では、複数の課題点から当初想定してい

た創業希望者の情報共有は行われておらず、内

容の見直しを検討する必要があります。 

事務局協議により追

加 
第２章 本市の産

業動向と課題 

４．前計画の進捗

状況（P25） 



 

№ 修正前 修正後 修正理由 素案該当箇所 

７ 

（４）均整の取れた商業集積と多様な賑わいの

創出 

（４）均整の取れた商業集積と拠点の多極化 第 5 回産業振興審議

会計画部会での意見

を踏まえて修正 

第２章 本市の産

業動向と課題 

５．本市産業の課

題（P29） 

８ 

○市内業者受注機会拡大の促進 

地域内経済循環による雇用や所得向上を図る

ため、市が行う委託・工事・物品購入等において

相見積もりに市内事業者を原則として入れるこ

とで市内事業者の受注機会の確保に努めます。 

○市内業者受注機会拡大の促進 

地域内経済循環による雇用や所得向上を図る

ため、市が行う工事・委託・物品購入等において

は、競争性、公正性が確保される範囲において、

市内事業者は入札参加要件を緩和する等、入札へ

の参加を容易にするとともに、一定金額未満の工

事・委託・物品購入等においては、原則として市

内事業者を選定することで市内事業者の受注機

会の確保に努めます。 

第 5 回産業振興審議

会計画部会での意見

及び事務局協議によ

り修正 

第４章 産業振興

の施策 

２．施策の展開 

（P39） 

９ 

○事業者向け施策情報発信事業（新規） 

経営課題における事業所向けの支援策や支援

機関があるものの、周知が行き届いておらず十分

に活用されていない可能性があります。SNS や

ブログを活用した発信など、市が行う情報発信に

ついて効果的な方法を模索していきます。 

○事業者向け施策情報発信事業（新規） 

経営課題における事業所向けの支援策や支援

機関について、SNS 等の WEB 媒体の活用を検

討し、効果的な情報発信を行います。 

第 5 回産業振興審議

会計画部会での意見

を踏まえて修正 

第４章 産業振興

の施策 

２．施策の展開 

（P39） 

10 
（実施日の最下段） 

令和 6 年●月●日 

 

令和 6 年 3 月 11 日 

所管事務報告日を記

載 

資料 

３．策定経過 

（P57） 

 ※その他、文章表現等において軽微な修正を行いました。 
 


